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（財）建設業振興基金 理事長殿

（財）全国建設研修センター 理事長殿

（社）日本建設機械化協会 会長殿

国土交通省総合政策局建設業課長

施工管理技術検定試験に係る不正行為を見逃さない試験管理の徹底等について

今般、国土交通省所管の国家試験（建築施工管理技術検定試験）において、不正行為の

疑いにより、その関係者が起訴されたところである。

ついては、貴試験実施機関が行っている技術検定試験において、不正行為を見逃さない

試験管理の徹底及び効果的な措置の検討を行い、速やかに報告するよう指示する。


